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連結会計財務書類における注記 

１追加情報 

（１）財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項 

① 連結会計財務書類の対象範囲は次のとおりです。 

団体（会計）名 区分 連結の方法 比例連結割合 

一般会計 一般会計等 全部連結 － 

七戸霊園事業特別会計 一般会計等 全部連結 － 

国民健康保険特別会計 特別会計 全部連結 － 

後期高齢者医療特別会計 特別会計 全部連結 － 

介護保険特別会計 特別会計 全部連結 － 

介護サービス事業特別会計 特別会計 全部連結 － 

公共下水道事業特別会計 特別会計 全部連結 － 

農業集落排水事業特別会計 特別会計 全部連結 － 

水道事業会計 特別会計 全部連結 － 

中部上北広域事業組合 一部事務組合・広域連合 比例連結 60.79％ 

上北地方教育・福祉事務組合 一部事務組合・広域連合 比例連結 9.74％ 

青森県後期高齢者医療広域連合 一部事務組合・広域連合 比例連結 1.49％ 

青森県市町村総合事務組合 一部事務組合・広域連合 比例連結 1.7％ 

十和田地区食肉処理事務組合 一部事務組合・広域連合 比例連結 15.3％ 

青森県市町村職員退職手当組合 一部事務組合・広域連合 みなし連結 － 

青森県交通災害共済組合共済組合 一部事務組合・広域連合 比例連結 1.17％ 

（公財）鷹山宇一記念美術振興会 地方公社・第三セクター等 全部連結 － 

（一社）東八甲田ﾛｰｽﾞｶﾝﾄﾘｰ 地方公社・第三セクター等 全部連結 － 

南部縦貫（株） 地方公社・第三セクター等 比例連結 25.6％ 

（有）みらい天間林 地方公社・第三セクター等 全部連結 － 

（株）七戸物産協会 地方公社・第三セクター等 比例連結 30.0％ 

（一社）しちのへ観光協会 地方公社・第三セクター等 全部連結 － 

 

②連結の方法は次のとおりです。 

一部事務組合・広域連合は、各構成団体の経費負担割合などに基づき比例連結の対象と

しています。 

ただし、青森県市町村職員退職手当組合は、退職手当組合における持分を加算すること

によって連結したものとみなしています。 

 

③ 地方自治法第 235条の 5に基づき出納整理期間が設けられている会計においては、出

納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数とし

ています。 


